
 任意の予防接種で接種費用を助成していた帯状疱疹ワクチンが、
 令和7年4月1日から定期接種になりました。
帯状疱疹とは、過去に水痘に罹ったときに体の中に潜伏した　「水痘帯状疱疹ウイルス」が再活性化することに

より発症します。70歳代で発症する方が最も多く、発症すると、上半身や顔、頭などにピリピリとした痛みが帯
状に現れ、赤い発疹や水疱が出現します。合併症の一つに症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」
があり、日常生活に支障をきたすことがあります。

◯ 対象者：
接種日時点で日高川町に住民登録がある５０歳以上の方

◯ 申請方法：
接種後に以下の書類をご持参のうえ、保健福祉課または各支所に申
請すれば費用の一部を助成します。ただし、予防接種を受けた年度
の末日までに申請してください。
①医療機関が発行した領収書（ワクチンの種類の記載が必要です。）
②振込先口座がわかるもの（通帳、キャッシュカードなど）

◯ 助成額：（接種したワクチンの種類によって異なります。）
◆水痘ワクチン「ビケン」＊帯状疱疹予防効果あり
接種回数 1回　　助成額 4,000円

◆帯状疱疹ワクチン「シングリックス」
接種回数 2回（１回接種後、2か月空けて接種）
助成額 10,000円×2回

令和６年度より開始している 

『帯状疱疹予防接種費用助成』は引き続き実施します。

●令和７年度対象者  ※対象の方には個別に通知します。
年　齢 対象生年月日

65歳 昭和35年4月2日生 ～ 昭和36年4月1日生の方

70歳 昭和30年4月2日生 ～ 昭和31年4月1日生の方

75歳 昭和25年4月2日生 ～ 昭和26年4月1日生の方

80歳 昭和20年4月2日生 ～ 昭和21年4月1日生の方

85歳 昭和15年4月2日生 ～ 昭和16年4月1日生の方

90歳 昭和10年4月2日生 ～ 昭和11年4月1日生の方

95歳 昭和 5年4月2日生 ～ 昭和 6年4月1日生の方

100歳 大正14年4月2日生 ～ 大正15年4月1日生の方

100歳以上 大正14年4月1日以前に生まれた方
（※令和7年度に限り100歳以上の方全員）

帯状疱疹予防接種が定期接種になりました

帯状疱疹予防接種費用の助成について

保健福祉課 ☎0738－22－9041／中津地域振興課 ☎0738－23－9503／美山地域振興課 ☎0738－23－9505お問合せ お問合せ  企画政策課 ☎0738－23－9511

令和3年11月ゼロカーボンシティ宣言　2050年二酸化炭素実質排出ゼロを目指します

～できることからはじめよう～

脱炭素につながる新しい
豊かな暮らしの10年後
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ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

お忘れではないですか？

令和６年度に帯状疱疹予防
接種をされた方で、費用助成を
希望される方は、4月末までに、
役場窓口で申請手続きを行って
ください。

令和１１年度
までの５年

間は

５歳刻みで
定期接種の

対象と

なります。
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